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特別用途食品と誤認されるおそれのある表示について（周知） 

  

日頃より消費者行政の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

昨今、電解質組成を調整した清涼飲料水について、「経口補水液」との名称と

共に、広告その他の表示において、「脱水時」、「熱中症対策」等と記載すること

により、あたかも脱水症状を起こしている人を対象とした病者用食品であるか

のように表示している事例が散見されます。 

広告を含め、このような表示は、病者などの健康の保持・回復等の特別な用途

を食品に表示する場合は、内閣総理大臣の許可を受けなければならないとする

健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第 26 条第１項の規定に違反するおそれ

があります。 

また、このような表示がなされている清涼飲料水の中には、脱水時等に経口補

水療法を行う際に用いられる組成を参考として、強制的に体内に水分及び電解

質が吸収されるよう調製されているものがありますが、特に、ナトリウムが多く

含まれている製品については、脱水でない状態で大量に摂取した場合、ナトリウ

ムの過剰摂取につながる可能性があります。このような場合、腎機能に問題のな

い健常者であっても、ナトリウムの摂取量と腎臓により排泄される量が定常状

態になるには、数日かかるといわれており、血圧や心臓への負荷等の影響も懸念

されます。 

つきましては、電解質組成を調整した清涼飲料水を販売する貴管下の食品関

連事業者に対し、下記の事項について、周知を図っていただきますようお願いい

たします。 

 

記 



 

１．脱水時における水分及び電解質の補給を目的として調製された清涼飲料水

に、「経口補水液」又はこれに類する広告その他の表示をするためには、特別

用途食品の許可が必要であること。 

 

２．熱中症対策と称して、清涼飲料水と特別用途食品としての許可を受けたもの

を区分せず同一の棚に陳列して販売する等により、消費者に対して、当該清

涼飲料水が特別用途食品としての許可を受けたものと誤認されるような表示

をした場合、健康増進法第 31 条第１項の規定に違反するおそれがあること。 

 

３．健常者が、水分及び電解質の補給を目的として調製された清涼飲料水を、脱

水予防等のためとして短時間に大量に摂取した場合、ナトリウム過剰摂取等

による健康リスクが生じるおそれがあることに留意の上、当該製品の成分調

製内容に適した広告その他の表示を行うこと。 

 

以上 




